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１．基本方針

１．１ 要求事項の整理

 安全避難通路等に係る記載について，事業許可基準規則

とウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設安全審査

指針（以下，ＭＯＸ指針という。）の比較並びに当該指針

を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業許可基準

規則第 13 条において追加された又は明確化された要求事

項を整理する。（第１表）



第１表 事業許可基準規則第 13 条と MOX 指針  比較表( 1 / 2) 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 13 条 （ 安 全 避 難 通 路 等 ）
MOX 指 針 備 考

(安 全 避 難 通 路 等 ) 

第 十 三 条   加 工 施 設 に は 、 次 に 掲 げ る 設 備 を 設 け な

け れ ば な ら な い 。  

一  そ の 位 置 を 明 確 か つ 恒 久 的 に 表 示 す る こ と に よ

り 容 易 に 識 別 で き る 安 全 避 難 通 路  

二  照 明 用 の 電 源 が 喪 失 し た 場 合 に お い て も 機 能 を

損 な わ な い 避 難 用 の 照 明  

＜ 解 釈 ＞  

１ ． 第 13 条 は 、 設 計 基 準 に お い て 想 定 さ れ る 事 象 に

対 し て 加 工 施 設 の 安 全 性 が 損 な わ れ な い （ 安 全 機 能 を

有 す る 施 設 が 安 全 機 能 を 損 な わ な い 。 ） た め に 必 要 な

重 大 事 故 等 対 処 施 設 、 設 備 等 へ の 措 置 を 含 む 。  

２ ． 第 ２ 号 に 規 定 す る 「 照 明 用 の 電 源 が 喪 失 し た 場 合

に お い て も 機 能 を 損 な わ な い 避 難 用 の 照 明 」 と は 、 そ

の 電 力 が 非 常 用 電 源 か ら 供 給 さ れ る 照 明 装 置 又 は 電

源 を 内 蔵 し た 照 明 装 置 を い う 。  

指 針 18． 事 故 時 に 対 す る 考 慮

MOX 燃 料 加 工 施 設 に お い て は 、 事 故 時 に 対 応 し た 以

下 の 対 策 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

（ ３ ） 通 常 の 照 明 用 の 電 源 が 喪 失 し た 場 合 に お い て

も 、 そ の 機 能 を 失 う こ と の な い 退 避 用 の 照 明 を 設 備

し 、 か つ 、 単 純 、 明 確 、 永 続 性 の あ る 標 識 の つ い た 安

全 退 避 通 路 を 有 す る 設 計 で あ る こ と 。  

変 更 な し
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第１表 事業許可基準規則第 13 条と MOX 指針  比較表( 2 / 2) 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 13 条 （ 安 全 避 難 通 路 等 ）
MOX 指 針 備 考

三 設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 用 い る 照 明 （ 前 号

の 避 難 用 の 照 明 を 除 く 。） 及 び そ の 専 用 の 電 源  

＜ 解 釈 ＞  

３ ． 第 3 号 に 規 定 す る 「 設 計 基 準 事 故 が 発 生 し た 場 合

に 用 い る 照 明 」 と は 、 昼 夜 及 び 場 所 を 問 わ ず 、 加

工 施 設 内 で 事 故 対 策 の た め の 作 業 が 生 じ た 場 合

に 、 作 業 が 可 能 と な る 照 明 の こ と を い い 、 現 場 作

業 の 緊 急 性 と の 関 連 に お い て 、 仮 設 照 明 の 準 備 に

時 間 的 猶 予 が あ る 場 合 に は 、 仮 設 照 明 （ 可 搬 型 ）

に よ る 対 応 を 含 む も の と す る 。

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）

※ 記 載 無 し

追 加 要 求 事 項
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１．２ 要求事項に対する適合性

 安全避難通路等についての設計に係る基本方針を以下

のとおりとする。

本施設としては，人の立ち入る区域から出口までの通路，

階段及び踊り場を安全避難通路として設定し，その位置を

明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる

設計とする。 

本施設としては，避難用の照明として，誘導灯及び非常

用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明は，外

部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損な

わないように蓄電池を内蔵した設計とする。 

設計基準事故の対処のために本施設における監視を行

う中央監視室，制御室１室及び制御第４室（以下，「中央

監視室等」という。）で行う作業に用いる照明として，中

央監視室等には，運転保安灯を設ける設計とする。運転保

安灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機

能を損なわないように非常用母線から受電できる設計と

する。 

事故等において，想定外の警報発報により現場作業が必

要となった場合，作業が必要となる場所及びそのアクセス

ルートについては，中央監視室に配備する可搬型照明を活

用する。

 これらの作業用の照明により，設計基準事故で作業が

必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保で

き，昼夜及び場所を問わず，加工施設で事故対策のための
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作業が生じた場合に作業が可能となる設計とする。
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１．３ 規則への適合性  

「加工施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の

第 13 条では，以下の要求がされている。  

（安全避難通路等）  

第十三条 加工施設には，次に掲げる設備を設けなければな

らない。  

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路  

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明  

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避

難用の照明を除く。）及びその専用の電源  

 

適合のための設計方針  

第一号について  

本施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できる安全避難通路を設ける設計と

する。  

【補足説明資料 1-2】 

 

第二号について  

本施設には，照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用の照明を設ける設計とする。 

【補足説明資料 1-2】 
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第三号について（追加要求事項） 

本施設には，設計基準事故が発生した場合に用いる照明

（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設

ける設計とする。 

【補足説明資料：1-1,1-2,1-3,1-4】 
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２. 設備等 

２.１ 安全避難通路等の概要 

本施設には，人の立ち入る区域から出口までの通路，階段

及び踊り場を安全避難通路として設定し，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とす

る。 

避難用の照明として誘導灯及び非常用照明を設ける設計

とする。誘導灯及び非常用照明は，外部からの電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内

蔵した設計とする。 

中央監視室等には，運転保安灯を設ける設計とする。運転

保安灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその機

能を損なわないように非常用母線から受電できる設計とす

る。 

事故等において，現場作業が必要となった場合，作業が必

要となる場所及びそのアクセスルートについては、中央監視

室に配備する可搬型照明を活用する。 

これらの作業用の照明により，事故等で作業が必要となる

場所及びアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場所を

問わず，本施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業

が可能な設計とする。 

【補足説明資料：1-1,1-2,1-3,1-4】 
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２．２ 設計方針 

２．２．１ 安全避難通路等の設計方針 

 （1） 本施設には，人の立ち入る区域から出口までの通路，

階段及び踊り場を安全避難通路として設定し，その位

置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識

別できる設計とする。避難用の照明として，誘導灯及

び非常用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用

照明は，外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計と

する。 

【補足説明資料：1-2】 

 (2) 本施設には，事故等が発生した場合に用いる照明と

して，次のような作業用の照明を設ける設計とする。 

また，以下の作業用の照明により，事故等で作業が

必要となる場所及びアクセスルートの照明を確保で

き，昼夜及び場所を問わず，加工施設で事故対策のた

めの作業が生じた場合に作業が可能な設計とする。  

a. 事故等の対処のために本施設における監視を行う中

央監視室等で行う作業に用いる照明として，中央監視

室等には，運転保安灯を設ける設計とする。運転保安

灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその

機能を損なわないように非常用母線から受電できる

設計とする。 

 b. 事故等において，現場作業が必要となった場合，作

業が必要となる場所及びそのアクセスルートについ
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ては，中央監視室に配備する可搬型照明を活用する。 

【補足説明資料：1-1,1-4】 

 

２．２．２ 主要設備の仕様 

 避難・誘導設備の設備仕様を第２．２．２表に示す。 

【補足説明資料：1-2,1-3】 

 

項  目  誘  導  灯  非常用照明 運転保安灯 

電源電圧 交流 105V 交流 105V 交流 210V 

停電時 

供給電源 

蓄電池 

（内蔵） 

蓄電池 

（内蔵） 
460Ⅴ非常用母線 

用 途 
避難用 

（消防法） 

避難用 

（建築基準法） 

中央監視室等での 

運転監視用 

 

 

第２．２．２表 避難・誘導設備の主要設備の仕様  
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２．２．３ 避難・誘導設備等の主要設備 

(1) 避難・誘導設備 

① 構造 

避難・誘導設備は，避難に用いる誘導灯及び非常

用照明並びに事故が発生した場合の作業用の照明

である運転保安灯で構成し，誘導灯及び非常用照明

は，人の立ち入る区域から，出口に至る通路，階段

及び踊り場に設ける設計とする。また，避難・誘導

設備は，外部電源喪失時には，蓄電池から給電でき

る設計とする。 

避難・誘導設備には本設備を運転する上で必要な

盤類を含む。 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．通路誘導灯 

(ａ) 設置場所 

燃料加工建屋 

(ｂ) 個数 

１式 

ｂ．避難口誘導灯 

(ａ) 設置場所 

燃料加工建屋 

(ｂ) 個数 

１式 

ｃ．運転保安灯 

(ａ) 設置場所
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制御第１室，制御第４室及び中央監視室 

(ｂ) 個数 

１式 

ｄ．非常用照明 

(ａ) 設置場所 

燃料加工建屋 

(ｂ) 個数 

１式 

(2) 可搬型照明設備 

① 構造 

可搬型照明設備は，事故等が発生した場合に用い

る可搬型照明で構成し，昼夜及び場所を問わず，本

施設内で事故対策のための作業が生じた場合に，作

業が可能となるように設ける。 

また，可搬型照明設備は専用の電源を有する設計

とする。 

② 主要な設備・機器の位置 

可搬型照明設備は，燃料加工建屋に保管する設計

とする。 

【補足説明資料：1-2,1-3】
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令和元年 11 月 29 日 R0 

補足説明資料１－１（13 条）



補 1-1-1 
 

補足説明資料 1－1 設計基準事故が発生した場合に用いる照明及び

その専用電源の設計基本方針 

 

１．作業が可能となる照明 

加工施設の状態を監視及び制御するために必要な作業用の照明

として，中央監視室等に避難用の照明とは別に運転保安灯を設ける

設計とする。 

 

１.１ 中央監視室等について 

  中央監視室，制御室第１室及び制御第４室の運転保安灯は，外

部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないよ

うに 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，非常用発電機から電力を供給

する設計とする。 
 

 



補 1-1-2 
 

 

 

第１‐１‐１図 中央監視室の照明配置例 

運転保安灯（A 系） 

運転保安灯（B 系） 

非常用照明灯（蓄電池内蔵） 

運転保安灯（作業用）例 

非常用照明灯（避難用）例 

電圧  ：200V 

消費電力：66W 

電圧  ：100V 

消費電力：70W 



補 1-1-3 

２．仮設照明（可搬型）

設計基準事故等において，想定外の警報発報により現場作業が必要

となった場合，作業が必要となる場所及びそのアクセスルートにつ

いては，中央監視室に配備している可搬型照明を活用する。

＜仕様等（例）＞

明るさ 80lm

電源 単４乾電池 ３本

連続使用時間 10 時間以上

重量 135ｇ

個数 50 個

保管箇所 燃料加工建屋

＜仕様等（例）＞

明るさ 3000lm

電源 バッテリー

連続使用時間 10 時間

充電時間 ８時間

重量 8.8kｇ

台数 ６台

保管箇所 燃料加工建屋

２．ＬＥＤバッテリーライト（電源はバッテリー）

１．ＬＥＤヘッドランプ（電源は乾電池） 

第１－１－２図 可搬型照明の保管場所，数量及び仕様（例） 



令和元年 11 月 29 日 R0 

補足説明資料１－２（13 条）



補足説明資料１－２ 照明の種類，給電元及び設置場所

第１－２－１表 照明の種類，給電元及び設置場所

設備 機器 電源構成 目的 主な設置場所 

避難・誘導設備 

（避難用） 

誘導灯・誘導標識 

（蓄電池内蔵式） 

・非常用母線より給電

・蓄電池を内蔵しており

電源喪失時も約 20 分点灯

避難場所への誘導 消防法で規定される避難

口・避難通路に対して設置 

非常用照明 

（蓄電池内蔵式） 

・非常用母線より給電

・蓄電池を内蔵しており

電源喪失時も約 30 分点灯

居室から 

地上への避難 

建築基準法で規定される居

室、居室から地上へ至る通

路、避難階段等に設置 

運転保安灯 
・非常用母線より給電 設計基準事故対応 中央監視室 

制御第１室，制御第４室 

可搬型照明設備 

（作業用） 
可搬型照明 

・専用の電源設備より給電 設計基準事故対応 設計基準事故時に 

作業が必要な箇所に設置 

・加工施設内の安全避難通路は，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる避難用の照明として，以下に準拠した蓄電池

内蔵の非常用照明及び誘導灯を設置する。

非常用照明：建築基準法施行令第 126 条の四，五及び昭和 45 年建設省告示第 1830 号

誘導灯：消防法施行令第 26 条及び消防法施行規則第 28 条の三

非常用照明の蓄電池は，昭和 45 年建設省告示第 1830 号に準拠し 30 分以上，誘導灯については消防法施行規則第 28 条の三に準拠し 20 分以上

点灯できる容量を有するものとする。

補
1
-2
-1 
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補 1-3-1 
 

補足説明資料１－３ 作業用照明電源系統図及び作業用照明（運転保

安灯）配置図 

 

 中央監視室等の設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明

の作業用照明電源系統図及び作業用照明（運転保安灯）配置図を各々

第１－３－１図～第１－３－４図に示す。 



 
 

第１－３－１図 作業用照明電源系統図 

燃料加工建屋 

運転保安灯 6.9ｋＶ非常用母線Ａ 

6.9ｋＶ非常用母線Ｂ 運転保安灯 

補
1-3-2 
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第１－３－２図 作業用照明（運転保安灯）配置図  

については核不拡散の観点から公開できません。 



補 1-3-4 
 

第１－３－３図 作業用照明（運転保安灯）配置図  

については核不拡散の観点から公開できません。 



補 1-3-5 
 

第１－３－４図 作業用照明（運転保安灯）配置図  

については核不拡散の観点から公開できません。 
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補足説明資料１－４ 現場操作の確認結果について 

第１－４－１表 設計基準事故対応時の現場操作の抽出結果

設計基準事故 想定事象 設計基準対応
作業用照明
の点灯状況

手順書要求操
作場所

閉じ込め機能
の不全

火災区域に設
定する工程室
においてＭＯ
Ｘ粉末を露出
した状態で取
り扱うグロー
ブボックス内
における火災
による閉じ込
め機能の不全
を想定する。

火災の拡大防止対
策及び影響緩和対
策として，グローブ
ボックス温度監視
装置による火災の
感知

点灯 中央監視室

火災の拡大防止対
策及び影響緩和対
策として，監視カメ
ラによる事故時の
現場状況の確認

点灯
中央監視室
制御第１室
制御第４室

火災による閉じ込
め機能不全の拡大
防止対策及び影響
緩和対策として，消
火ガスの放出完了
後，運転員の操作に
よるグローブボッ
クス排風機の停止※

点灯 中央監視室

焼結炉及び小
規模焼結処理
装置における
水素爆発によ
る閉じ込め機
能の不全を想
定する。

水素爆発による閉
じ込め機能の不全
の拡大防止対策及
び影響緩和対策と
して，運転員の操作
による送排風機の
停止※ 

点灯 中央監視室

※グローブボックス排風機の停止又は送排風機の停止は，閉じ込め機能の不全における敷地周辺

の公衆の実効線量の評価条件ではなく，自主的な対応である。
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